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令和 年度分 市民税・県民税申告書在中

●申告相談期間は、２月３日(火)から３月１６日(月)までです。日程表を確認し、で
きるだけ地域の指定日に各会場へお越しください。
(申告相談期間中は、市役所での申告相談はできませんのでご了承ください。)

●受付開始８時３０分 申告相談開始９時

●市民税・県民税の申告は郵送でも受付しています。
可能な限り郵送での提出にご協力ください。
また、ｅＬＴＡＸから「マイナンバーカード」を利用して市民税・県民税に関する
申告ができます。

●所得税の確定申告をされるかたは、ご自宅のインターネットから国税庁のホーム
ページで確定申告書を作成することができます。さらに【ｅ－Ｔａｘ】を利用して
電子申告をすることもできます。

●申告ではマイナンバーの確認が必要になります。
マイナンバーカードもしくは通知カードと本人確認書類（運転免許証等）を
お持ちください。

●医療費控除を申告されるかたは、①医療を受けた方ごと②病院・薬局ごと に医
療費をまとめ、医療費の明細書に記入して会場にお持ちください。
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令和 年度分
市民税・県民税申告案内

お 知 ら せ

令和９年度分から、申告の案内方法が変わります。

申告書の送付は実施せず、
ハガキにてご案内させて
いただく予定です。

申告書や収支内訳書は、市役所１階⑨番窓口にご用意しております。
また、比内・田代の総合支所への用意も鋭意進めて参ります。

申告書やハガキがなくて
も、会場での申告相談に
ご来場いただけます。
最新の情報は、大館市の
HPや公式LINEなどで、
市民のみなさまに発信し
ていきます。


